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【足立区子育て支援サービス利用者負担適正化審議会】会議録 

会 議 名 足立区子育て支援サービス利用者負担適正化審議会  

事 務 局 子ども家庭部 子ども政策課 子ども施設入園課 

開催年月日 令和５年８月８日（火） 

開 催 時 間 午後２時 ～ 午後２時３０分 

開 催 場 所 区役所本庁舎南館１２階 １２０５－Ａ会議室 

出 席 者 

  

（委員）出席者１７名 

齊藤多江子、本多みどり、酒井雅男、ただ太郎、大竹さよこ、 

太田せいいち、川村みこと、古庄宏吉、馬場新太郎、中嶋篤子、 

安田成美、稲村真梨子、住谷恵子、田島のぞみ、森山悠季、大山日出夫、 

上遠野葉子 （敬称略） 

 

（事務局） 

子ども政策課長 安部、子ども施設運営課長 柳瀬、 

私立保育園課長 蜂谷、子ども施設入園課長 平塚 

 

欠 席 者 （委員）岩松朋子 （敬称略） 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 

 

１ 事前送付資料 

（１）答申案（写） 

（２）第１回会議における各委員からの意見のまとめ 

２ 当日配付資料 

（１）次第 

（２）子育て支援サービス利用者負担適正化審議会委員名簿 

（３）各委員からの質問・意見等に関する回答 

（４）別紙２ 第２子保育料無償化および利用者負担軽減に伴う影響額

（訂正版） 

 

そ の 他 
 

 

様式第１号（第３条関係） 
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（審議経過） 

安部子ども政策課長 

 大変お待たせいたしました。時間となりま

したので、足立区子育て支援サービス利用者

負担適正化審議会を開会いたします。 

 皆様におかれましてはお忙しい中ご出席

いただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日の司会進行を務めさせていただきま

す、子ども政策課長の安部と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。着座にて失礼

いたします。 

 今回マイクなしで進行させていただきた

いと思っておるのですが、私の声聞こえます

でしょうか、よろしいでしょうか。では、こ

のままマイクなしで進行させていただきま

す。 

 それでは、初めに、資料の確認をさせてい

ただきます。第１回で説明させていただいた

審議会資料及び先日送付させていただいた

資料（答申案、前回審議会各委員の意見のま

とめ）はお持ちでしょうか。お持ちでない場

合は、事務局までお申し出ください。 

 大丈夫でしょうか。 

 改めて、本日、机上に配付させていただい

た資料は、全部で４点でございます。１つ目

が次第、めくっていただきますと、子育て支

援サービス利用者負担適正化審議会委員の

名簿、委員からいただいた事前質問に対する

回答ということで、Ａ４、４枚分、本多副会

長、田島委員、安田委員からのご質問、ご意

見、ご要望ということで、入れさせていただ

いております。４点目として、右上に別紙２

とございます第１回審議会資料の修正につ

いてということで、別紙２を入れさせていた

だいております。 

 それぞれお手元にございますでしょうか。 

 次に、本日の定足数についてご報告させて

いただきます。当審議会条例第５条の規定に

基づき、委員数１８人のうち出席者数が委員

の半数である定足数を満たすため、本会議は

有効とさせていただきます。 

 審議会に先立ちまして、前回ご欠席となっ

ておりました委員を紹介させていただきま

す。大変お手数ではございますが、お名前を

お呼びした委員の方は、その場にてご起立を

お願いいたします。 

 古庄宏吉様。 

 

古庄委員 

 古庄です。よろしくお願いいたします。 

 

安部子ども政策課長 

 それでは、次第に従い審議案件に入りたい

と思います。 

 なお、会議録作成のため、会議内容を録音

させていただきますので、ご了承いただきま

すようお願いいたします。 

 本日の進行につきましては、前回に引き続

きまして齊藤会長にお願いしたいと存じま

す。初めに、会長から一言ご挨拶をいただき、

進行をお願いしたいと存じます。それでは、

齊藤会長、よろしくお願いいたします。 

 

齊藤会長 

 こんにちは。大変暑い中、お集まりいただ

きまして本当にありがとうございます。今日、

審議を最終的に答申まで持っていければと

思っていますので、皆様方、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 では、本日は、答申（案）の内容を審議し

て、問題がなければ最終的に区に対して答申

まで行いたいと思います。早速ではございま

すが、次第に従いまして会議を進めてまいり

たいと思います。 

 まず初めに、前回、審議会の後のご意見、

質問について、事務局から説明をお願いいた

様式第２号（第３条関係） 



3 

 

します。 

 

平塚子ども施設入園課長 

 それでは、ご説明をさせていただきたいと

思います。私、子ども施設入園課長の平塚で

ございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 お手元の資料、次第と書かれたものの、ク

リップ留めのものを、３ページ目をお開きい

ただければと存じます。 

 本多副会長からのご質問事項でございま

す。足立区内の出生者数、出生率の推移を教

えてくださいということでございまして、平

成２６年から令和３年までの合計特殊出生

率について確認ができましたので、そちらを

ご報告するものでございます。平成２６年に

１．３７で、平成２７年に１.４となり、そ

の後、若干下降して、平成３０年に１．３１

まで戻したんですけれども、令和になってか

ら１．１９、１．１７、１．１０というとこ

ろで、合計特殊出生率は下がっているという

状況でございました。 

 続きまして、ページをおめくりいただきま

して、田島委員からのご質問でございます。

全部で８点ございましたので、順を追って説

明させていただきたいと思います。 

 まず、問の１、足立区内の未就学児の幼稚

園と保育園に通う児童の割合をご提示くだ

さいということでございます。表に記載のと

おりではございますが、３歳から５歳のとこ

ろをご覧いただければと存じます。幼稚園に

通っていらっしゃるお子様５，９４５名、こ

れは令和５年５月１日現在の数字でござい

ますけれども、割合としては４３．６％、保

育施設に通われているのは７，６９３名で、

５６．４％という比率になっているという状

況でございます。 

 続きまして、問の２、上記の数値は令和元

年の幼児教育・保育の無償化によって変化は

ありましたかというところなんですけれど

も、こちらにつきましては、表に記載のとお

りでございます。無償化による影響はちょっ

と不明なんですけれども、幼稚園に通われて

いる方は年々やはり減少傾向にあるのかな

というところでございました。 

 問の３番、幼稚園と保育園は行政で担当し

ている課が違い、幼稚園は体験、イベント、

勉強などを重視し、保育園では、イベントは

少しはあるものの、保育をメインとしている

という印象があります。今年の４月からこど

も家庭庁ができたことによって、今後、実際

の保育活動の中で変化はありますかという

ご質問なんですけれども、こちらについては、

幼稚園の担当所管は引き続き文部科学省と

いうところでございます。現在のところ、変

化はございません。今後のこども家庭庁から

発信される内容というものを、しっかりと注

視してまいりたいと考えているというとこ

ろでございます。 

 続きまして、問の４番、区内の幼稚園、保

育園を卒園した児童の小学校に入学してか

らの学力の差はありますかというご質問な

んですけれども、卒園した区分による学力調

査というものは行っていないというところ

でございますので、分かりませんというご回

答になります。 

 ページをおめくりいただきまして、問の５

でございます。国の保育の人数の基準は満た

しているものの、保育園や幼稚園のほうが人

手が足りないように感じます。区内保育園の

保育士の配置人数の実態を保育年齢ごとに

教えてくださいということでございますが、

回答はこちら、表に記載のとおりではござい

ますけれども、これは国のほうで示している

配置基準を示しているものでございます。保

育士等の配置人数は各施設によって若干異
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なってくる場合がありますので、あくまでも

この基準を満たしているというような状況

をお示ししているというところでございま

す。 

 問の６番、ゼロ歳から２歳の第２子の無償

化に伴いまして、さらにゼロ歳から２歳の入

園枠が拡大されることはありますでしょう

かというご質問ですけれども、現在のところ

はございません。 

 問の７、その際に、小規模や認証保育所の

３年保育の園を卒園する児童が転園希望す

る場合に、３歳児クラスの枠が減る可能性が

ありますかというご質問なんですけれども、

先ほどの問６のところでございませんと回

答していますので、こちらもございませんと

いうところになります。 

 問の８番目としまして、私立幼稚園に子供

を通わせていますが、幼児教育無償化になっ

ても経済的な施設維持費などが認可の私立

保育園よりもあるのはなぜですかというご

質問をいただいておりますが、保育園、保育

所につきましては、区の条例で定められてお

ります。給食も全日提供が原則であるため、

園によって保護者負担に差異はほぼない、保

護者の所得の状況によって保育料は若干変

わりはありますけれども、それ以外では変わ

りはないというところでございます。３歳以

上は無償化となっているというところです。

これに対して、幼稚園は保育料等の価格設定、

給食の提供日数等を各園で独自に決めてい

ます。足立区の補助上限を超える価格設定や

制服代、園バス代、父母の会等の補助対象外

の経費もあるため、保育園とは異なり、各園

によって保護者負担に差が生じていると、無

償化後も一部自己負担が残っているという

状況でございます。 

 なお、足立区では、保護者負担を軽減する

ために、幼稚園でかかる経費のうちの保育料、

教材費、施設整備費、冷暖房費につきまして

は、月額３万３，０００円まで補助をしてい

るという状況でございます。入園料も１０万

円までの補助は行っております。さらに、今

年度からですけれども、給食費を月額７，５

００円まで補助をしているという状況でご

ざいます。 

 こちらがご質問に対するご回答になりま

して、続きまして、色分けさせていただいた

形にはなるんですが、ご要望も幾つか承って

いますので、その回答をさせていただきたい

と思います。 

 ギャラクシティのネット遊具、スペースあ

すれちっくなどの整理券の配布をネットで

手配できるようにしてほしいということで、

オンラインで手続ができるようにというご

趣旨だと思います。こちらにつきましては、

ギャラクシティを所管しています生涯学習

支援室の地域文化課というものがございま

すので、こちらにご要望いただいたことはご

説明をさせていただいております。 

 要望の２番目として、荒川ビジターセンタ

ー、桑袋ビオトープのイベントの申込み、こ

ちらもインターネットでというご趣旨だと

思います。こちらにつきましても、担当の所

管である道路公園整備室パークイノベーシ

ョン推進課にご要望があったことを伝えさ

せていただきましたというところでござい

ます。 

 また、ページをおめくりいただきまして、

安田委員からご意見、ご要望を頂戴しており

ます。まず、ご意見としましては、前回の審

議会の中身について、認可保育所等の保育料

の無償化、認証保育所、私立幼稚園利用者へ

の補助の拡充、現段階においては、利用者に

とってほぼ満足のいく内容ではないでしょ

うかというところでございました。また、第

１子の無償化についても、審議会の中でお話
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出ましたけれども、今後の課題と考えますと

いうご意見をいただいております。 

 また、ご要望としましては２点ございまし

て、保育者に定期的に行われる研修において、

補助者の参加もできるようにしてもらいた

いというご要望がございましたので、こちら

につきましては、区で実施している研修への

参加、補助者に対する研修の開催を検討して

おりますというところでございます。また、

補助者の定着率を上げるためにも、勤務年数

に応じた補助、例えば表彰ですね、こういっ

たものがあれば質の高い保育のサービスを

提供できるのではないか、モチベーションが

高まるのではないかとご要望をいただいて

おりますので、こちらにつきましても、従事

者に対する表彰の在り方を含めて検討して

まいりますというところでございます。 

 以上、ご質問いただいている回答になりま

す。 

 続きまして、またページをもう一枚おめく

りいただければと思います。 

 別紙、右上のところに、訂正版と記載がさ

れているかと思います。訂正箇所が１点ござ

います。前回のご報告の際に、公設民営認可

外保育施設という部分については、区が単独

で無償化の分を出さなければいけないとい

うお話をさせていただいたかと思うんです

けれども、こちらにつきまして、東京都の補

助事業の中に１つ補助を受けられる項目を

見つけましたので、こちらのところを確認し

たところ、区の持ち出しはなくなるというと

ころとなりました。その結果、第２子の保育

料無償化による区の財源影響額というのが、

前回１億６，８００万円ほどとご説明させて

いただいたかと思うんですけれども、１億６，

９００万円ほど区の歳入が増えるという結

果になったというところでございます。 

 私からの説明は以上になります。 

 

齊藤会長 

 ありがとうございました。 

 今ありました事務局からの説明等で、何か

ご質問あればお願いいたします。いかがでし

ょうか。 

 よろしいでしょうか。ご質問等は大丈夫で

すかね。 

 ちょっと私から１点だけ補足させてくだ

さい。田島委員からの問３ですね、幼稚園、

保育園、確かに行政は変わっていますけれど

も、基本的には幼稚園は幼稚園教育要領、保

育所に関しては保育所保育指針という国か

ら出ている保育の内容、いわゆる教育内容で

すね、それに対する指針が出ています。そち

らの中身は基本的に一緒という形で、今国と

しては、どこの保育施設に通っても同じ教育

内容を保障しようというところで動いてい

ます。ただし、その教育の内容に関しては、

いわゆる方向性を書いてあるだけなので、そ

この方向性を土台にしてどういうふうな活

動をしていくかというのは、その施設によっ

て多少違いがあります。確かに、幼稚園だか

ら、保育園だからと見がちなんですけれども、

実は、園によってはいろいろ様々、保育園で

も幼稚園でも様々ということがあります。 

 それともう一つ、基本的に日本の乳幼児教

育というのは、遊びを土台として学ぶという

ことがずっと言われていて、そこを大事にし

た指針になっていますので、本来はそこの土

台に立って教育の活動を行っていくという

ような形にはなっているんですけれども、実

際に行われていることは各園によってかな

り違いはあるかと思います。なので、幼稚園

だから、保育園だからという見方だけではな

く、その園の特色という形で見ていただける

といいかもしれないですね。ありがとうござ

います。すみません。 
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 では、質問がないという形ですので、答申

の内容の確認に移りたいと思います。事前に

送付させていただいた答申（案）をご確認く

ださい。 

 なお、答申（案）は、諮問の際の項目を受

けての答申という内容での構成になってい

ます。 

 それでは、答申（案）について、私のほう

から読み上げさせていただきます。 

 答申。令和５年７月２０日付、５足教委発

第１８号にて諮問のあった教育・保育施設等

に関わる第２子の保育料の無償化について、

東京都が進める保育所等利用多子世帯負担

軽減事業の趣旨を踏まえ、下記のとおり答申

する。 

 １、教育・保育施設。認可保育所、認定こ

ども園（長時間利用）区立認可外保育施設を

利用するゼロ歳から２歳児課税世帯の第２

子の保育料について無償相当とするべきで

ある。 

 ２、地域型保育。小規模保育、家庭的保育、

事業所内保育、居宅訪問型保育を利用するゼ

ロ歳から２歳児課税世帯の第２子の保育料

について無償相当とするべきである。 

 以上となります。 

 この答申（案）について、ご意見、ご質問

ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、この答申（案）について、確定とさ

せていただきたいと思います。 

 では、続いて、前回の審議会での各委員の

意見についてまとめています、各委員意見と

記載されている資料をご覧ください。 

 当審議会のテーマに関して、今回も様々な

ご意見をいただきました。本日いただいたご

意見も踏まえまして、委員の方々の意見を提

出し、今後の適正化審議会の課題にしていき

たいと思います。 

 では、事務局より説明をお願いいたします。 

 

平塚子ども施設入園課長 

 では、引き続き、平塚でございます。 

 各委員意見と記載されています資料をご

覧いただければと存じます。 

 前回、委員の皆様からいただきましたご意

見については、意見の概要として項目別に大

きく３つ、種類を分けさせていただいて、ま

とめさせていただいたというところでござ

います。 

 まず、１番目、第１子の保育料についてと

いうところで、合計３点、ご意見いただいた

ものをまとめさせていただいているところ

でございます。 

 次に、２番目、保育料第２子の無償化によ

り増加が見込まれる歳入の使途についてと

いうところで、こちらについては５点ご意見

ございましたので、まとめさせていただいて

いるところでございます。 

 その他のご意見としまして、全てで７点ま

とめさせていただいておりますので、こちら

につきましては、本日の会議のご参考にして

いただければというふうに存じます。 

 私からは以上でございます。 

 

齊藤会長 

 ありがとうございました。 

 何か質問等ありますでしょうか。よろしい

でしょうか。 

 では、異議なしということで説明させてい

ただいてもよろしいですか。ありがとうござ

います。 

 では、意見のまとめについては、審議会後

に今回の意見も併せて事務局に作成してい

ただきたいと思いますけれども、資料の記録

として、この審議会で審議できる課題を整理

してまとめていただくという形にしたいと

思います。ご理解をお願いいたします。 
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 それでは、一度事務局に進行をお返しいた

します。 

 

安部子ども政策課長 

 委員の皆様、ご審議ありがとうございます。

会長からお話のありました委員の皆様から

いただいた今後の審議会として課題となる

意見についても、本日の意見を含めまして精

査をさせていただき、後日送付させていただ

きますので、ご確認いただくということでよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、これより答申の作成をさせてい

ただきますので、ここで５分間休憩をさせて

いただきたいと思います。今２０分ですので、

１４時２５分から再開をさせていただきま

す。 

 

安部子ども政策課長 

 お時間になりましたので、会議を再開させ

ていただきます。 

 それでは、足立区教育委員会へ答申をお願

いしたいと存じます。答申いただくのは、代

表して齊藤会長にお願いしたいと思います。

答申書の受け取りは、足立区教育委員会を代

表して大山教育長が行います。それでは、お

二方、前のほうへお願いいたします。 

 

 ありがとうございました。 

 それでは、齊藤会長にご挨拶いただきたい

と思います。 

 

齊藤会長 

 前回のこの審議会でも少し最後にお話し

させていただいたんですけれども、１つは、

性差に関係なく、性差を超えて社会全体で子

育てが支援できるような国とか行政という

ものがこれから実現できるといいなという

ふうに思っていることが一つと、あと、全て

の子供たちの人権が保障できる、そういう環

境を用意できる行政であったり国であった

りというところで、この審議会での答申や、

それから皆様方のご意見も踏まえまして、ぜ

ひ子供のためにお金が使われることを切に

願って、この審議会での私の挨拶とさせてい

ただきたいと思います。ありがとうございま

した。 

 

安部子ども政策課長 

 ありがとうございました。 

 それでは、最後に、足立区教育委員会を代

表いたしまして、大山教育長よりご挨拶申し

上げます。 

 

大山教育長 

 委員の皆様方、本当にありがとうございま

した。齊藤会長もまたありがとうございまし

た。ただいま確かにこの答申をいただきまし

た。今会長からもお話ありましたように、子

供たちのために、今回、皆様方にも本当にこ

の答申にプラスアルファでいろんなご意見

をいただき、本当にありがたかったなという

ふうに思っております。皆さんのご意見を少

しでも反映できるように、事務局としても頑

張りたいと思います。本当にありがとうござ

いました。 

 

安部子ども政策課長 

 委員の皆様、２日間にわたりご審議をいた

だき、誠にありがとうございました。 

 それでは、今後のスケジュールを簡単にご

案内させていただきます。今答申をいただき

ましたので、こちらについては、８月２２日

の教育委員会定例会に答申をするという形

になってございます。その後、８月３１日に

再度教育委員会のほうで、今度は条例で、今

回の答申を受けて条例改正をさせていただ
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きますので、条例の改正案の中身について審

議をしていただいた後に、９月２８日に行わ

れる議会の文教委員会のほうでご審議いた

だいた上で、２９日の中間本会議で条例の改

正案の議決をという予定で今後進めてまい

ります。同時に、補正予算を議会のほうで審

議をしていただいた上で、同じく補正予算と

いう形で議決が通りましたら、本年度の１０

月１日から今言った認可保育園等の第１子

無償化及び一緒にご説明させていただいた

認証保育所、幼稚園での補助の拡充について

も同時に始めさせていただきたいと考えて

います。 

 スケジュールのご説明は以上になります。 

 また、後日、第１回目も含めまして、会議

録案を送付いたしますので、ご確認をいただ

ければと思います。 

 それでは、これをもちまして令和５年度第

２回足立区子育て支援サービス利用者負担

適正化審議会を閉会とさせていただきます。 

 なお、お車でお越しの方がいらっしゃいま

したら、出口のところに職員がおりますので、

お声がけをいただければと存じます。 

 本日はありがとうございました。 


